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(57)【要約】
【課題】離断線の部分に穿刺又は挿入され離断面を確実
に凝固することができると共に、内視鏡外科手術に使用
できる程に小型化されている。
【解決手段】内部にヒータ１３が全部又は一部に配設さ
れる針部１１を有し、針部１１が腫瘍の周辺部或いは離
断線に沿って穿刺又は挿入されヒータ１３で加熱され組
織を凝固させる。針部１１は、基台部１５の一の面に複
数本が等間隔に立設され、針部１１の間隔が一定に保持
されている。腫瘍の周辺部或いは離断線に沿った部分に
穿刺又は挿入され離断面を確実に凝固することができ、
腫瘍の離断時の出血を制御することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にヒータが配設される針部を有し、
　上記ヒータは、上記針部の全長又は一部に設けられ、
　上記針部が腫瘍の周辺部或いは離断線に沿って穿刺又は挿入され上記ヒータで加熱され
組織を凝固させる組織凝固器具。
【請求項２】
　上記ヒータは、連続した糸状のヒータである
　請求項１記載の組織凝固器具。
【請求項３】
　上記針部には、温度検出素子が配設されている
　請求項１又は２記載の組織凝固器具。
【請求項４】
　上記針部は、基台部の一の面に複数本が等間隔に立設されている
　請求項１－３の何れかに記載の組織凝固器具。
【請求項５】
　内視鏡外科手術に用いられるトラカールに挿入可能な大きさである
　請求項１－４の何れかに記載の組織凝固器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肝切除等の臓器の腫瘍の離断前に、腫瘍の周辺部或いは離断線の部分に穿刺
又は挿入され離断面を凝固させる組織凝固器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　肝臓は、門脈等の静脈があり、血流の多い臓器である。そのため、従来、肝臓手術は、
出血に備えて開腹手術が多く行われている。肝臓癌の開腹手術においては、結紮を行って
血流を止めてから、腫瘍の離断が行われる。また、現在は、低侵襲外科医療として、肝切
除にも、内視鏡外科手術が行われている。内視鏡外科手術では、腫瘍が肝表面にある場合
等は腹腔鏡下肝切除術が行われ、また、腫瘍の大きさ・位置などを考慮して、マイクロ波
やラジオ波の針状電極を使用して肝腫瘍凝固壊死療法を行うことがある。
【０００３】
　離断面の出血は、ラジオ波凝固装置、マイクロ波組織凝固装置、超音波メス等を用いて
制御される。例えば、ラジオ波凝固装置（Habib4X）は、離断前に、腫瘍の周辺部或いは
離断線に沿って穿刺され、当該部分を凝固させる。これにより、離断時の出血を制御する
ことができる。
【０００４】
　しかし、上述したラジオ波凝固装置（Habib4X）等は、内視鏡外科手術に用いる場合、
腫瘍の大きさや部位に制限がある。このため、内視鏡外科手術にも広く使用可能な小型の
組織凝固装置が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２０１１／０３７２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、腫瘍の周辺部或いは離断線に沿った部分に穿刺又は挿入され離断面を確実に
凝固することができると共に、内視鏡外科手術にも使用できる程に小型の組織凝固器具を
提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る組織凝固器具は、内部にヒータが配設さ
れる針部を有し、針部が腫瘍の周辺部或いは離断線に沿って穿刺又は挿入されヒータで加
熱され組織を凝固させる。この針部は、針先側から針基側に亘って、全長又は一部にヒー
タが内蔵され、このヒータには、例えば連続した糸状のヒータが用いられる。
【０００８】
　このような組織凝固器具は、内視鏡外科手術に用いることができ、内視鏡外科手術に用
いる場合には、内視鏡外科手術に用いられるトラカールに挿入可能な大きさとされる。
【０００９】
　例えば、このような組織凝固器具は、針部が離断する腫瘍の周辺部或いは離断線の部分
に、穿刺又は挿入され、ヒータによって、針部が加熱され、これにより、穿刺又は挿入さ
れた部分が凝固される。この後、腫瘍部分は、電気メスや超音波メス等を用いて離断され
る。針部は、基台部の一の面に複数本が等間隔に立設されることで、腫瘍の周辺部或いは
離断線の部分を均一に同じ状態に凝固することができる。勿論、組織凝固器具は、針部で
構成して、個別に、腫瘍の周辺部或いは離断線の部分に、穿刺又は挿入するようにしても
良い。
【００１０】
　なお、針部には、温度検出素子を配設しても良い。これにより、組織凝固器具の制御装
置は、温度検出素子より温度データが供給され、組織凝固器具は、加熱温度が一定となる
ようにヒータを制御することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明において、針部を含む全体が内視鏡外科手術に使用できる程度にまで小型化され
ており、更に、針部が長く形成されているので、内視鏡外科手術においても使用すること
ができる。また、ヒータが配設された部分の針部を腫瘍の周辺部或いは離断線の部分の深
部まで穿刺又は挿入することができ、穿刺又は挿入された部分を確実に、そして均一に凝
固することができる。また、互いに隣接させて組織凝固器具を穿刺又は挿入することで、
広い範囲に亘る腫瘍の周辺部或いは離断線の部分を深部まで一度に加熱し凝固することが
できる。更に、ヒータで針部を加熱するので、正確に温度制御をすることができる。これ
により、健常細胞に与えるダメージを最小限にしながら、離断面を凝固することができ、
次の離断工程での出血を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を適用した組織凝固器具の外観斜視図である。
【図２】組織凝固器具の斜視図である。
【図３】内視鏡外科手術を示す図である。
【図４】針部を患部に穿刺した状態を示した図である。
【図５】組織凝固器具を並設したときの針部の間隔を説明する図である。
【図６】針部の形状を刀状にした例を示す図である。
【図７】針部を個別に患部に穿刺する状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を適用した組織凝固器具について図面を参照して説明する。図１及び図２
に示すように、組織凝固器具１は、生体内の患部に生体内の患部に穿刺又は挿入される針
部１１を有している。この針部１１は、肝臓等の臓器の癌化した患部に穿刺又は挿入され
ることから、ステンレス管、チタン管等の生体適合性のある金属で形成されている。針部
１１は、内部が針先側から針基側に亘って中空部１２が形成されており、中空部１２には
、ヒータ１３が全長又は一部に挿入されている。針部１１の針先は、腫瘍の周辺部或いは
離断線の部分に穿刺又は挿入される部分であるから、先鋭状をなし、閉塞されている。
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【００１４】
　中空部１２に挿入されるヒータ１３は、太さが０．５ｍｍ以下の連続した糸状をなし、
可撓性を有している。針部１１の中空部１２には、例えば全長に亘って針基側から糸状の
ヒータが挿入された状態で閉塞され、針基より導出したヒータ１３は、制御装置２０と接
続された電力線２１と接続されている。なお、中空部１２には、ヒータ１３の他に、熱電
対やペルチェ素子といった温度検出素子１７を設けて、針部１１の温度を検出し、制御装
置２０で針部１１の温度制御をできるようにしてもよい。図２に示すように、熱電対１７
を用いる場合には、ポリイミドチューブの絶縁体でヒータ１３と絶縁した状態で中空部１
２に熱電対１７を挿入する。なお、ヒータ１３の例は、これに限定されるものではない。
例えば、ヒータ１３は、針部１１の中空部１２に、一又は複数個、配設するようにしても
良い。
【００１５】
　針部１１の針基は、更に、鉗子等の手術器具で保持できるように生体適合性のある樹脂
や金属で基台部１５が設けられている。基台部１５は、複数本の針部１１を互いに一定間
隔に保持する部材である。基台部１５は、略直方体形状からなり、一面に、複数本の針部
１１が等間隔に保持され、針部１１によって腫瘍の周辺部或いは離断線の部分を均一に焼
灼できるようになっている。針部１１は、基台部１５と一体であっても良いし、針部１１
を基台部１５に形成された孔部に嵌合して一体化するようにしても良い。なお、基台部１
５に保持される針部１１の本数は、限定されない。基台部１５の針部１１が立設された立
設面１５ｂは、針部１１が腫瘍の周辺部或いは離断線の部分に深く入り過ぎないようにす
るための規制面となる。この立設面１５ｂと反対側の面からは、針部１１に内蔵されたヒ
ータ１３と接続された電力線２１が導出され、電力線２１は、組織凝固器具１を制御する
制御装置２０と接続されている。また、基台部１５の側面には、鉗子等が係合される溝部
１８が形成されている。
【００１６】
　また、この基台部１５は、針部１１が並んだ方向の相対する側面１５ａは、平坦面で形
成され、隣接させてもう一つの組織凝固器具１の基台部１５の側面１５ａを突き合わせる
ことができる。ここでは、基台部１５の相対する側面１５ａを平坦面で形成しているが、
互いの位置を決めるため、一方の基台部１５の側面１５ａに係合突部を設け、他方の基台
部１５の側面１５ａに係合凹部を設けるようにしてもよい。この場合、針部１１を腫瘍の
周辺部或いは離断線の部分に穿刺又は挿入するときに、係合突部と係合凹部とを係合させ
て互いの位置決めをすることができる。
【００１７】
　以上のような組織凝固器具１は、図３に示すように、針部１１が基台部１５に立設され
た全体の大きさが腹腔や胸腔、後腹膜腔などに直径０．５～１．５ｃｍの小さな孔を数ヶ
所あけ、内視鏡と特殊な手術器具を用いてモニタ画像を見ながら行う内視鏡外科手術で使
用可能な大きさに形成されている。例えば、内視鏡外科手術で用いられる手術器具を体内
へスムーズに挿入するための筒状の器具であるトラカール１６は、直径が５～１０数ｍｍ
のものがあり、組織凝固器具１は、このようなトラカール１６より腹腔や胸腔、後腹膜腔
等に挿入可能な大きさに形成されている。また、この組織凝固器具１は、例えば、肝離断
のときに、肝表面や腎臓表面等の臓器表面２に対し、垂直或いは平行に、腫瘍の周辺部或
いは離断線に沿って穿刺又は挿入され、前凝固を行う器具である。このため、針部１１の
長さは、肝表面や腎臓表面等の臓器表面２の腫瘍を焼灼する器具より長く形成され、例え
ば、７０－１００ｍｍ程度の長さに形成されている。
【００１８】
　内視鏡外科手術では、図３に示すように、体表の数カ所に直径１ｃｍ程度の小さな孔を
切開し、切開口に、鉗子等を体内に挿入するための通路（管）の役割を果たすトラカール
１６を挿入し、炭酸ガスを注入することにより、内部を膨満させて腹腔内にスペースを形
成する。そして、このトラカール１６から内視鏡を挿入し、内部観察の後、トラカール１
６から、鉗子類を体内に挿入し、内視鏡で映し出された内部の様子をモニタで確認しなが
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ら手術を行う。この手術の際、本発明が適用された組織凝固器具１は、例えば、針部１１
の側からトラカール１６に挿入され、図４に示すように、鉗子等を基台部１５の溝部１８
に係合させて、肝臓等の臓器の腫瘍の周辺部或いは離断線に沿って穿刺又は挿入される。
この際、組織凝固器具１は、離断する長さに合わせて一列に並べて腫瘍の周辺部或いは離
断線に沿って穿刺又は挿入される。ヒータ１３と接続され針基より導出された電力線２１
は、トラカール１６より外部に導出され、制御装置２０と接続される。なお、離断する長
さによっては、組織凝固器具１の数は１本であっても良い。
【００１９】
　組織凝固器具１のヒータ１３に電力を供給する制御装置２０は、医師等の利用者の操作
に従ってヒータ１３に電力を供給し、針部１１を加熱し離断する腫瘍の周辺部或いは離断
線の部分を凝固する。なお、針部１１に温度検出素子を設けたときには、制御装置２０に
、温度検出素子より温度データが供給され、制御装置２０は、加熱温度が一定となるよう
にヒータ１３を制御し、複数の組織凝固器具１が列を形成して穿刺されたときにも、腫瘍
の周辺部或いは離断線の部分を均一に前凝固することができる。この後、腫瘍部分は、電
気メスや超音波メスを用いて離断される。なお、離断時には、門脈、肝動脈等を結紮する
ようにしても良い。
【００２０】
　なお、図４及び図５に示すように、この組織凝固器具１は、腫瘍によっては１本で使用
することもあるが、複数本を、腫瘍の周辺部或いは離断線に沿って互いに隣接させて当該
部分に穿刺することが多い器具である。そこで、図５に示すように、組織凝固器具１の基
台部１５は、並設された複数の針部１１の中心線Ｏ，Ｏ間の距離Ｐの１／２が両端の針部
１１ａの中心軸線Ｏから針部１１ａ側の基台部１５の側面１５ａとの距離となるように形
成されている。これにより、組織凝固器具１を並設したときにも、その境界部分における
針部１１の間隔が他の針部１１の間隔と同じになり、これにより、腫瘍の周辺部或いは離
断線の部分を均一に凝固することができる。
【００２１】
　また、基台部１５に針部１１の列を複数設けるときには、針部１１を複数列に設けるよ
うにしても良いし、例えば上下の段の３本の針部１１（例えば上段２本、下段１本）の中
心が正三角形となるように離間して形成しても良い。これにより、腫瘍の周辺部或いは離
断線の部分を一列のときより幅広に均一に凝固することができる。また、各針部１１の形
状は、針状だけでなく、図６に示すように、例えば基台部１５の長手方向を幅方向とした
刀状とし、組織との接触面積を増やすようにしても良い。
【００２２】
　以上のような組織凝固器具１は、全体が内視鏡外科手術に使用できる程度にまで小型化
されており、更に、針部１１が長く形成されているので、内視鏡外科手術において、臓器
表面２の腫瘍の周辺部或いは離断線の部分を深部までを一度に確実に、均一に凝固するこ
とができる。更に、また、ヒータで直接針部を加熱するので、正確に温度制御をすること
ができる。これにより、健常細胞に与えるダメージを最小限にしながら、離断面を凝固す
ることができ、腫瘍離断時の出血を最小限に止めることができる。また、次の離断工程で
の出血を制御することができ、場合によっては、結紮の工程を省略することができる。
【００２３】
　なお、組織凝固器具１は、例えば、口腔癌、大腸癌等の腫瘍の加熱にも用いることがで
きる。また、本発明は、ヒト以外の臓器の離断の際の加熱凝固に用いることもできる。更
に、組織凝固器具１は、内視鏡外科手術だけでなく、開腹手術に用いても良いのは勿論で
ある。
【００２４】
　また、以上の例では、基台部１５に複数本の針部１１を立設した場合を説明したが、本
発明は、図７に示すように、複数本の組織凝固針３０を個別に患部に穿刺又は挿入するよ
うにしてもよい。この場合、針基には、間隙形成凸部３１を形成し、隣接する針の間隙形
成凸部３１を突き合わせることで、針間の間隙を一定にすることができる。
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【符号の説明】
【００２５】
　１　組織凝固器具、２　患部、１１　針部、１２　中空部、１３　ヒータ、１５　基台
部、１６　トラカール、１７　熱電対、１８　、溝部、２０　制御装置、２１　電力線、
３０　組織凝固針、３１　間隙形成凸部
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